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１．令和 5年度 登別市消費生活センター事業報告

令和 5年度の相談件数は 221 件と、令和 4年度の 268 件

に比べると減少しております。その内訳としては、消費生活

センターへの来所相談は 52件、電話相談は 169 件となって

おり、架空請求や化粧品・健康食品に関する相談件数は減少

したものの、インターネットなど、インターネット通信サー

ビスに関する相談が増加しました。
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２．消費者被害・見守り活動に関する講演

一般社団法人北海道消費者協会 非常勤講師の星 貴美子

氏を講師としてお招きし、「くらしと契約に関する講演」と題

し、高齢者の悪質商法被害の特徴や実際に受けた相談の事例、

普段の見守り活動や気づきのポイントなどについて、講演を

いただきました。

●講演の中で、地域包括支援センターと民生委員・児童委員

の方々が連携し、高齢者の消費者トラブルを解決した事例な

どを紹介し、地域での「見守り」の重要性についてお話され

ました。

●皆様の普段の生活の中の「気づき」で防げる消費者被害が

あります。少しでも不審に思うことがあれば登別市消費生活

センターにご連絡いただければと思います。

●当市のまもろうネットワークニュースは最新の消費者被害

に関する情報を市公式ウェブサイトや町内会回覧にてお届け

しておりますので、役立てていただけますと幸いです。

～登別市消費者被害防止ネットワーク定例会議を開催しました～

消費生活での対応や判断に不安、お困りの場合はお気軽にご相談下さい！契約・取引に関するトラブルのほか、

製品事故、多重債務等を受け付けています。登別市役所内：登別市消費生活センター：☎８５－３４９1

10月 10日（木）に市民会館中ホールにおいて、64名の事業者・団体、民生委員・児童委員、町内会関係者の

ご参加のもと、今年で第8回となる定例会議を開催しました。




